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株式会社フレクト
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表紙

日 時 2026年６月23日（火曜日）午後１時（受付開始：午後12時30分）

場 所 東京都港区東新橋一丁目９番１号　東京汐留ビルディング13階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決 議
事 項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件
第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度

の一部改定の件
第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件



代表取締役CEO　黒川幸治

株主の皆様には平素より、格別のご支援並びにご愛顧を賜り、厚く御
礼申し上げます。

当社は、マルチクラウド・インテグレーターとして、クラウドとAIの
先端テクノロジーで企業のDXを支援するプロフェッショナルサービ
スを提供しています。

2026年３月期は、旺盛なDX支援の需要を背景に、過去最高の売上高
となりました。
新規顧客においては、金融業界を中心に、自律型AIエージェント

「Agentforce」及び「Data 360」を複数受注し、他にもデータ統合
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム「Databricks」 やAPI連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

「MuleSoft」でも複数社から受注いたしました。また既存顧客におい
ては、Salesforceプラットフォームを活用したプロジェクトが業績に
貢献しました。

今後も、AIを中心としたDX支援の需要は力強く推移するものと想定
しており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営方針として事業展開してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き当社に対するご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ
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招集ご通知

証券コード　４４１４
2026年６月８日

株　主　各　位
東 京 都 港 区 東 新 橋 一 丁 目 ９ 番 １ 号
株 式 会 社 フ レ ク ト
代表取締役ＣＥＯ 黒 川 幸 治

第21回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第21回定時株主
総会招集通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認く
ださいますようお願い申し上げます。

　当社ウェブサイト（https://www.flect.co.jp/ir/）

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのう
え、銘柄名（フレクト）又は当社証券コード（4414）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧
書類／ＰＲ情報」、「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択し、ご確認くださいますようお
願い申し上げます。

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができ
ます。書面によって議決権を行使する場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年６月22日（月曜日）午後6時
までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。書面（郵送）により議決権を行使
された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも
のとしてお取り扱いいたします。
　インターネットによって議決権を行使する場合には、３頁の「インターネットによる議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午後１時（受付開始：午後12時30分）
　（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）

２．場 所 東京都港区東新橋一丁目９番１号
東京汐留ビルディング　13階　株式会社フレクト内会議室
本店移転により開催場所が上記のとおり変更となっておりますので、末尾の「株
主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご来場ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第21期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名の選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の

件
第４号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

 

記

以上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
し上げます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書
面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、お送りする書面には記載しておりません。
　・計算書類の「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員
会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

－ 2 －
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招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内
　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま
すようお願い申し上げます。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはい
ずれも不要です。

⒈ 議決権行使サイトについて

①　インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行
使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。
（但し、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）
②　インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設
定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株
主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
③　インターネットによる議決権行使は、2026年６月22日（月曜日）の午後６時まで受け付けいた
しますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ
ください。

2.インターネットによる議決権行使方法について

①　パソコンによる方法
・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ロ
グインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
②　スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議
決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログ
インが出来ない場合には、上記２．①パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

3.数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

①　郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権
行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
②　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効
とさせていただきます。

－ 3 －
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招集ご通知

4.議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様の
ご負担となります。

【システム等に関するお問い合わせ】
　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
　　電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

経営近況報告会のご案内
当日は株主総会終了後、同会場にて、経営近況報告会を開催しますのでご案内申し上げます。

当会は本定時株主総会とは別に、当社の事業活動内容のご紹介や、今後の展望についてのご説明をさ
せていただくものです。また、株主の皆様からの疑問点やご質問にもお答えしたいと存じます。

－ 4 －
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第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任の件

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

くろ

黒　　
かわ

川　　
こう

幸　　
じ

治
（1979年２月27日）

2000年５月　 株式会社フィアコミュニケーションズ設　
立

　　　　　　　同社　代表取締役就任
2005年８月 　当社設立
　　　　　　　代表取締役CEO就任（現任）
2017年３月　 合同会社クロ設立
　　　　　　　同社代表社員就任（現任）
2022年４月　 Cariot事業部　事業部長就任
2024年７月　 株式会社キャリオット　取締役就任（現

任）
　　　　　　　同社代表取締役就任
2025年４月　 当社クラウドインテグレーション事業部　

事業部長就任（現任）

7,339株
（※）

【選任理由】
　当社のミッションである「インターネットを通じてみんなの人生満足を追求する」の実現に向け、
2005年の当社設立以来、代表取締役CEOとして経営の指揮を執り、当社の企業価値の向上に貢献し
てきました。今後も、同氏が持つ創業者としての理念とリーダーシップにより、当社のさらなる成長
と企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者とするものでありま
す。
（※）黒川幸治氏は、合同会社クロの代表社員を兼務しており、同社は、同氏の資産管理を行ってお
ります。同社は、当社の株式を2,897,500株所有しているため、同氏は会社法第２条第４号の２に定
める親会社等に該当いたします。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）全員（２名）は、本
総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役２名の選任をお願いするものであ
ります。なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任で
あると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 5 －
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第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任の件

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

２

おお

大　　
はし

橋　　
まさ

正　　
おき

興
（1979年８月28日）

2004年４月 　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズ株式会社入社

2007年３月　当社入社
2009年６月　取締役COO、クラウドインテグレーシ

ョン事業部　事業部長就任
2025年４月　取締役技術戦略管掌
2026年４月　取締役、Identity&AI事業部　事業部長

（現任）

105,153株

【選任理由】
　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社にて職務を経験後、2007年3月に
当社に入社。その後、当社のCTOを経て、取締役及びクラウドインテグレーション事業の事業部長
としての職務を果たしてきました。また、2016年には「日本のIoTを変える99人」に選ばれ、新規
事業の創出（Cariot）やビジネス化の旗振り役として、当社の成長を牽引してきました。これらの実
績と当社の経営全般に関する知見を有していることを踏まえ、引き続き取締役候補者とするものであ
ります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、黒川幸治氏及び大橋正興氏との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号

の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（但し、悪意又は重過失
の場合を除く）補償契約を締結しております。

　　黒川幸治氏及び大橋正興氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で引き続き当該補償契約を継
続する予定であります。

３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（但し、
悪意又は重過失の場合を除く）。

　　黒川幸治氏及び大橋正興氏の再任が承認された場合、両氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。

－ 6 －
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第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

てつ

銕　　
かわ

川　　
よう

陽　　
すけ

介
（1980年３月25日）

2002年４月 　朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査
法人）入所

2006年７月 　株式会社電通　入社
2009年７月 　株式会社スパイラル・アンド・カンパニ

ー入社
2012年11月　税理士法人インプルーブ　設立
　　　　　　　代表社員就任（現任）
2014年５月 　株式会社グロース・コンティニュー
　　　　　　　代表取締役就任（現任）
2017年７月　 当社　監査役就任
2018年４月　 当社　取締役・監査等委員就任（現任）

688株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　銕川陽介氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として長年にわたり企
業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。上記理由
から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き監査等
委員である社外取締役候補者とするものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査
等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査等委員会の同意を得
ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

２

ふじ

藤　　
わら

原　　
あき

章　　
ひと

一
（1962年９月８日）

1986年８月 　株式会社リクルート（現　株式会社リク
ルートホールディングス）入社

2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパー
トナーズ　執行役員

2014年４月 　株式会社リクルートホールディングス  
顧問

2014年６月　 同社　常勤監査役
2018年４月　 当社　取締役・監査等委員就任（現任）

1,081株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　藤原章一を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、情報ネットワーク、事業システムへ
の構築に長年にわたって従事されており、また、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社
リクルートにおいて、常勤監査役を歴任されていたことから、これらの豊富な経験をもとに当社の経
営を監督していただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者とするものであ
ります。

３

お

小　　
がわ

川　　
しゅう

周 　　
や

哉
（1980年10月13日）

2008年12月　 第二東京弁護士会登録
2009年１月　 TMI総合法律事務所入所
2014年５月　 デューク大学ロースクール修士課程修了

（LL.M.）
2014年８月　 TMI総合法律事務所シリコンバレーオフ

ィス勤務
2014年11月　 ニューヨーク州弁護士資格取得
2015年７月　 TMI総合法律事務所東京オフィス復帰
2018年１月　 TMI総合法律事務所パートナー就任（現

任）
2018年４月　 当社　取締役・監査等委員就任（現任）

1,310株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　小川周哉氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、日本のみならず米国においても弁
護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、
経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断
し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
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第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件

 3. 当社は、銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏を独立役員に指定し、株式会社東京証券取引所に届
け出ております。

４. 銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法
令の定める最低責任限度額としております。銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏の再任が承認さ
れた場合、当社は各氏との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。

５. 当社は、銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づ
き、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（但し、
悪意又は重過失の場合を除く）補償契約を締結しております。銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉
氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で引き続き当該補償契約を継続する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（但し、
悪意又は重過失の場合を除く）。銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏の再任が承認された場合、
各氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

７. 銕川陽介氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって８年２ヶ月となりま
す。

８. 藤原章一氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって８年２ヶ月となりま
す。

９. 小川周哉氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって８年２ヶ月となりま
す。
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

①本議案の対象となる当社株式等の交付
等の対象者

・当社の取締役（監査等委員である取締役及び国内非居住者を
除く。）

②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限
（下記(２)のとおり。） ・２事業年度を対象として上限70百万円

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

１．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
　当社は、2024年６月20日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及
び国内非居住者を除く。以下本議案において同じ。）を対象とする株式報酬制度の導入につきご承認をいただ
き、同年８月22日付で役員報酬ＢＩＰ信託を設定し（当該信託を「本信託」といい、当該信託に基づく株式報
酬制度を「本制度」という。）、現在に至るまで本制度を運用しております。
　当社の取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識をさらに高めることを目的として、本制度を
継続するにあたり、その内容を業績連動性のあるものへ一部改定いたしたく、本議案の承認をお願いするもので
あります。
　本制度の一部改定内容は、現行の固定型から、毎年の業績条件等の達成状況に連動して株式付与数が変動する
業績連動型へと移行するものであります。業績連動型への変更により、取締役の報酬と当社の業績との連動性が
より一層高まり、株主の皆様との利益意識の共有が強化されることとなります。
　なお、本議案の内容は、2019年６月27日開催の第14回定時株主総会においてご承認いただきました監査等
委員でない取締役の年間報酬総額の上限100,000千円とは別枠といたします。
　当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、本制度の業績連動型
への変更は、当該方針に沿う内容となっており、相当であると判断しております。
　本制度の対象となる取締役の員数は、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の
件」が原案どおり承認可決されますと２名となります。

２．本制度における報酬等の額及び内容等
(１) 本制度の概要
　本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役
に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下「交
付等」という。）を行う株式報酬制度であります。延長後の信託期間においては、毎年の当社の業績条件等の達
成状況に連動して、取締役に付与するポイント（交付する株式数）を変動させる業績連動型により運用します。
（詳細は下記(２)以降のとおり。）
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役に交付等が行われる当社株式等の
数の上限（下記(３)のとおり。）

・２事業年度を対象として取締役に交付等が行われる当社株式
等の数の総数の上限は73,000株（業績連動係数200％相当）

・なお、業績連動係数100％（標準）の場合において交付等が
行われる当社株式等の数の総数は36,500株

・上記の上限交付株式数の１事業年度あたりの平均である
36,500株（業績連動係数200％相当）の当社発行済株式総数
（2026年３月31日時点。自己株式控除後。）に対する割合
は約0.67％

当社株式の取得方法
（下記(２)のとおり。） ・当社からの自己株式処分、新株の発行、又は株式市場等

③業績達成条件の内容
（下記（３）のとおり。） ・業績条件等の達成状況に連動して０～200％の範囲内で変動

④取締役に対する当社株式等の交付等の
時期（下記(４)のとおり。）

・原則として、対象期間中の各事業年度終了後
・但し、交付時から３年間若しくは退任後１年を経過するまで

の期間の譲渡制限期間を設ける

(２) 当社が拠出する金員の上限
　本制度は、連続する２事業年度（以下「対象期間」という。）を対象とし、延長後の対象期間は、2027年３
月31日で終了する事業年度から2028年３月31日で終了する事業年度までの２事業年度とします。
　当社は、延長後の対象期間について、合計70百万円の範囲内で本信託への追加拠出を行い、受益者要件を充
足する取締役を受益者として本信託を継続します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資
として、当社からの自己株式処分、新株の発行又は株式市場等から当社株式を取得します。当社は、対象期間
中、取締役に対するポイント（下記(４)のとおり。）の付与を行い、本信託は予め定められた一定の時期に付与
されたポイント数に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
　但し、延長後の信託期間に係る追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残
存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。）及び金
銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と当社が追加拠出する信託金の合計額は、
70百万円の範囲内とします。
　また、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を行う
ことにより、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を２年間延長し、信託期間の延長以降の２
事業年度を対象期間とします。当社は延長された信託期間ごとに、70百万円の範囲内で追加拠出を行い、引き
続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与を継続し、本信託は、延長された信託期間中、当社
株式等の交付等を継続します。
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

(３) 取締役が交付等を受ける当社株式等の数の算定方法及び上限
　取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、対象期間中に取締役に毎年交付するポイント数により定
まります。取締役には、毎年一定の時期に、役位等に応じてあらかじめ決められた基準付与ポイントに対し、毎
年の当社の業績条件等の達成状況に連動して乗率（０％から200％の範囲内で変動）を決定し、実際に付与する
ポイント数（交付する株式数）を変動させるものとし、各事業年度終了後に当社株式等の交付等を行います。業
績条件等の具体的な指標、目標値及び評価方法については、取締役会において別途定めます。
　１ポイント＝当社普通株式１株とし、本信託内の当社株式について、信託期間中に株式の分割・株式の併合等
によって増加又は減少した場合、当社は、その増加又は減少の割合に応じて、交付等が行われる当社株式の数を
調整いたします。
　本信託の信託期間中に取締役が本信託から交付等を受けることができる当社株式等の数の上限は、信託期間
（２年間）ごとに73,000株を上限とします（以下「上限交付株式数」という。）。なお、当該上限交付株式数
は、業績連動係数が200％（上限）となる場合における最大値であり、業績連動係数が100％（標準）の場合に
おいて交付等が行われる当社株式等の数の総数は36,500株となります。この上限交付株式数は、上記（２）の
当社が拠出する金員の上限を踏まえて、直近の株価等を参考に設定しています。

(４) 取締役に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
　受益者要件を充足した取締役は、原則として対象期間中の各事業年度終了後、ポイントに相当する数の当社株
式等の交付等を本信託から受けるものとします。このとき、当該取締役は、ポイント数の一定の割合に相当する
数の当社株式について交付を受け、残りのポイントに相当する数の当社株式については本信託内で換価したうえ
で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。また、本信託内の当社株式に関して支払われた配当
金についても、配当基準日におけるポイント数に応じた金銭の給付を受けるものとします。

(５) 譲渡制限期間
　本制度を通じて取締役に毎年交付される当社株式は、交付時から３年間若しくは退任後１年を経過するまでの
期間、株式交付規程に基づき譲渡制限期間を設けることとします。

(６) 本信託内の当社株式に関する議決権
　本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないも
のとします。

(７) その他の本制度の内容
　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取
締役会において定めます。
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第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

①本議案の対象となる当社株式等の交付
等の対象者 ・監査等委員である取締役

②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限
（下記(２)のとおり。） ・２事業年度を対象として上限７百万円

第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

１．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
　当社は、2024年６月20日開催の第19回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役を対象とす
る株式報酬制度の導入につきご承認をいただき、同年８月22日付で役員報酬ＢＩＰ信託を設定し（当該信託を
「本信託」といい、当該信託に基づく株式報酬制度を「本制度」という。）、現在に至るまで本制度を運用して
おります。
　当社の取締役の中長期的な企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度を継続するにあた
り、直近の経済状況等を勘案して上限株数を引き上げたく、本議案の承認をお願いするものであります。
　なお、本議案の内容は、2019年６月27日開催の第14回定時株主総会においてご承認いただきました監査等
委員である取締役の年間報酬総額の上限50,000千円とは別枠といたします。
　監査等委員である取締役が客観的な立場から業務執行を監査する機能を担っていることに鑑み、第３号議案と
異なり、交付する株式数は業績とは連動させず、従来どおり役位等に応じて固定的に付与するものといたしま
す。これらにより、本制度の変更及び継続は相当であると考えております。
　本制度の対象となる監査等委員である取締役の員数は、第２号議案「監査等委員である取締役３名の選任の
件」が原案どおり承認可決されますと３名となります。

２．本制度における報酬等の額及び内容等
(１) 本制度の概要
　本制度は、第３号議案と同様に、当社が拠出する監査等委員である取締役の報酬額を原資として、信託が当社
株式を取得し、当該信託を通じて監査等委員である取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭
（以下「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下「交付等」という。）を行う株式報酬制度であります。
但し、監査等委員である取締役については業績連動型への移行は行わず、従来どおり役位等に応じた固定的な付
与を継続するものとし、直近の経済状況等を勘案し、上限株数の引き上げを行います。
（詳細は下記(２)以降のとおり。）
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第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

監査等委員である取締役に交付等が行わ
れる当社株式等の数の上限（下記(３)の
とおり。）

・２事業年度を対象として監査等委員である取締役に交付等が
行われる当社株式等の数の総数の上限は7,300株

・上記の上限交付株式数の１事業年度あたりの平均である
3,650株の当社発行済株式総数（2026年３月31日時点。自
己株式控除後。）に対する割合は約0.07％

当社株式の取得方法
（下記(２)のとおり。） ・当社からの自己株式処分、新株の発行、又は株式市場等

③監査等委員である取締役に対する当社
株式等の交付等の時期
（下記(４)のとおり。）

・原則として、対象期間中の各事業年度終了後
・但し、交付時から３年間若しくは退任後１年を経過するまで

の期間の譲渡制限期間を設ける

(２) 当社が拠出する金員の上限
　本制度は、連続する２事業年度（以下「対象期間」という。）を対象とし、延長後の対象期間は、2027年３
月31日で終了する事業年度から2028年３月31日で終了する事業年度までの２事業年度とします。
　当社は、延長後の対象期間について、合計７百万円の範囲内で本信託への追加拠出を行い、受益者要件を充足
する監査等委員である取締役を受益者として本信託を継続します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託さ
れた金員を原資として、当社からの自己株式処分、新株の発行、又は株式市場等から当社株式を取得します。当
社は、対象期間中、監査等委員である取締役に対するポイント（下記(４)のとおり。）の付与を行い、本信託は
予め定められた一定の時期に付与されたポイント数に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
　但し、延長後の信託期間に係る追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残
存する当社株式（監査等委員である取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるもの
を除く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と当社が追加拠出する信
託金の合計額は、７百万円の範囲内とします。
　また、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を行う
ことにより、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を２年間延長し、信託期間の延長以降の２
事業年度を対象期間とします。当社は延長された信託期間ごとに、７百万円の範囲内で追加拠出を行い、引き続
き延長された信託期間中、監査等委員である取締役に対するポイントの付与を継続し、本信託は、延長された信
託期間中、当社株式等の交付等を継続します。

(３) 監査等委員である取締役が交付等を受ける当社株式等の数の算定方法及び上限
　監査等委員である取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、付与されるポイント数により定まりま
す。
　１ポイント＝当社普通株式１株とし、本信託内の当社株式について、信託期間中に株式の分割・株式の併合等
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第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

によって増加又は減少した場合、当社は、その増加又は減少の割合に応じて、交付等が行われる当社株式の数を
調整いたします。
　本信託の信託期間中に監査等委員である取締役が本信託から交付等を受けることができる当社株式等の数の上
限は、信託期間（２年間）ごとに7,300株を上限とします（以下「上限交付株式数」という。）。この上限交付
株式数は、上記（２）の当社が拠出する金員の上限を踏まえて、直近の経済状況等を参考に設定しています。

(４) 監査等委員である取締役に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
　受益者要件を充足した監査等委員である取締役は、原則として対象期間中の各事業年度終了後、ポイントに相
当する数の当社株式等の交付等を本信託から受けるものとします。このとき、当該監査等委員である取締役は、
ポイント数の一定の割合に相当する数の当社株式について交付を受け、残りのポイントに相当する数の当社株式
については本信託内で換価したうえで、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。また、本信託内
の当社株式に関して支払われた配当金についても、配当基準日におけるポイント数に応じた金銭の給付を受ける
ものとします。

(５) 譲渡制限期間
　本制度を通じて監査等委員である取締役に毎年交付される当社株式は、交付時から３年間若しくは退任後１年
を経過するまでの期間、株式交付規程に基づき譲渡制限期間を設けることとします。

(６) 本信託内の当社株式に関する議決権
　本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないも
のとします。

(７) その他の本制度の内容
　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取
締役会において定めます。

以上
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当事業年度の事業の状況

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当社は、コーポレートビジョンである「あるべき未来をクラウドでカタチにする」のもと、
クラウドとAIの先端テクノロジーで企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援
するマルチクラウド・インテグレーターです。
　当事業年度におけるわが国の経済は、雇用情勢等に改善がみられる一方で、物価上昇や海外
政治・経済動向等、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　当社が属するDX市場に関して、DXには様々な定義がありますが、日本経済団体連合会によ
れば、単純な改善や自動化、効率化をもってDXとは言い難く、社会の根本的な変化に対し
て、新たな価値を創出するための改革がDXと定義されております（出典：日本経済団体連合
会「Digital Transformation(DX)」2020年５月19日）。コスト削減を目的とした、社内の
アナログな業務やデータをデジタル化する「守りのDX」から、収益や顧客エンゲージメント
の向上を目的とした、新しい顧客体験を創出する「攻めのDX」へシフトすることが求められ
ています。「攻めのDX」は、顧客接点の変革、サービス商品の変革、そしてビジネスモデル
の変革へとステップが進みますが、達成難度は高いものの、これを実現することで企業は高い
競争力を獲得できます。この「攻めのDX」こそがDXの本質であると言えます。
　このような環境下、国内DX市場の規模は、2024年度の５兆2,759億円見込から2030年度
には９兆2,666億円に拡大すると予測されております（出典：株式会社富士キメラ総研
「2025 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」）。DX実現を支える国内パブ
リッククラウドサービス市場は2023年～2028年にかけて年平均成長率15.7％で推移し、
2028年の市場規模は2023年比2.1倍の6兆5,146億円になることが予測されております（出
典：IDC Japan株式会社「国内パブリッククラウドサービス市場予測、2024年～2028
年」）。
　また、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化するなか、AIによる業務効率化や生産性向上、
新たな顧客価値を創出する企業ニーズが急速に高まっており、AIの業務実装は企業の重要な経
営課題となっています。国内におけるAIシステムの市場規模は、マルチAIエージェントが業務
や産業等の特徴ある分野に活用されることで高い成長が見込まれており、2024年の１兆
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当事業年度の事業の状況

3,412億円（支出額ベース）から2029年に４兆1,873億円になると予測されております。
（出典：IDC Japan株式会社「国内AIシステム市場予測、2024年～2029年」）
　当社においては、「クラウドインテグレーションサービス」について事業運営を行ってまい
りました。なお、当社の事業はクラウドソリューション事業の単一セグメントであるため、セ
グメントごとの記載は省略しております。
　当事業年度の経営成績に関して、旺盛なDX支援の需要を背景に、過去最高の売上高となり
ました。当第４四半期会計期間における大手企業（注１）の「四半期契約顧客数（注２）」は
70社（前年同期は55社。前四半期は65社）、大手企業の「顧客当たりの四半期平均売上高
ARPA（注３）」は29.3百万円（前年同期は33.3百万円。前四半期は30.8百万円）となりま
した。
　提案活動を強化したことで一部の既存顧客との取引拡大に繋がり、大手企業の四半期売上高
が50百万円以上の顧客数は13社（前年同期は11社。前四半期は13社）となり、大手企業の
四半期売上高が100百万円以上の顧客数は、前四半期から１社増え５社となりました。また、
大手企業の四半期売上高が10百万円以下の顧客数が32社（前年同期は20社。前四半期は28
社）となり、クラウド・AIの先端テクノロジー領域において複数の新規受注を実現していま
す。売上総利益率は、オペレーションの徹底による健全なプロジェクト運営及びエンジニアの
アサイン最適化、社内AI活用を通じて、高水準を実現しました。
　具体的な取り組みとして、データ連携、ID統合及びデータ統合プラットフォームの構築にAI
を加えたトータルサービスを提供しました。またSalesforceプラットフォームを活用したコン
タクトセンターサービス、コミュニティサービス、ECサービス、IoTサービス等アプリケーシ
ョン開発も引き続き提供しております。
　新規顧客においては、金融業界を中心に、自律型AIエージェント「Agentforce」及び
「Data 360」を複数受注し、他にもデータ統合プラットフォーム「Databricks」やAPI連携
プラットフォーム「MuleSoft」でも複数社から受注いたしました。また既存顧客において
は、Salesforceプラットフォームを活用したプロジェクトが業績に貢献しました。
　クラウドエンジニア等の専門職従業員数（注４）は、2026年３月末時点で415人（前年同
期は359人、前四半期は408人）となりました。

（注）１.　大手企業：日経225、日経400、日経500のいずれかに採用されている企業、ま
　　　　たは当該企業のグループ企業や当該企業に準ずる売上（1,000億円以上）規模の企業
　　　２.　四半期契約顧客数：再販案件及び四半期売上高が1百万円以下の顧客を除いた四半
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　　　　期会計期間における契約顧客数。再販案件とは当社が仕入れたライセンスを顧客に再
　　　　販売するリセールにあたり、当社においては金額が僅少なため、当該顧客は除く
　　　３.　顧客当たりの四半期平均売上高（ARPA）：Average Revenue per Accountの略
　　　　（顧客当たりの平均売上高）で、再販案件及び四半期売上高が1百万円以下の顧客を
　　　　除いた顧客当たりの四半期平均売上高。再販案件及び四半期売上高が1百万円以下の
　　　　顧客からの売上高を除いた四半期売上高÷四半期契約顧客数により算出
　　　４.　クラウドエンジニア等の専門職従業員：事務職を除いたクラウドインテグレー
　　　　ションサービス部門のエンジニア、マネージャー等の専門職

　上記により、当事業年度は、売上高8,251,666千円（前期比3.8％増）、売上総利益
3,908,221千円（前期比10.3％増）、営業利益1,244,194千円（前期比14.6％増）、経常利
益1,245,601千円（前期比15.2％増）、当期純利益684,270千円（前期比5.1％減）となりま
した。

② 設備投資の状況
　当事業年度における設備投資の状況につきましては、本社移転による内装設備として建物
81,919千円、工具器具備品9,219千円の設備投資を実施いたしました。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

区 分 第 18 期
(2023年３月期)

第 19 期
(2024年３月期)

第 20 期
(2025年３月期)

第 21 期
(当事業年度)

(2026年３月期)

売 上 高 (百万円) 5,305 6,928 7,949 8,251

経 常 利 益 (百万円) 255 751 1,081 1,245

当 期 純 利 益 (百万円) 222 440 720 684

１株当たり当期純利益 (円) 37.77 73.42 118.81 113.17

総 資 産 (百万円) 2,881 4,010 4,198 3,695

純 資 産 (百万円) 1,530 1,988 2,722 2,235

１株当たり純資産 (円) 257.06 328.92 443.67 414.43

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第18
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産
を算定しております。

(3) 重要な親会社の状況
①　親会社等との関係
　　当社の代表取締役CEOである黒川幸治氏は当社の親会社等に該当しております。当社は
　当期における個別注記表において注記を要する取引として、黒川幸治氏と合同会社クロ
（同氏が自己の計算において議決権の100％を所有する資産管理会社）から自己株式を
　765,700株取得した取引があります。親会社等との間の取引に関する事項については以下
　のとおりです。

イ．取引にあたって当社の利益を害さないように留意した事項
当社は2026年２月５日開催の取締役会決議に基づき、同氏と合同会社クロが保有す

る当社株式の一部を2026年２月13日に取得しております。当該取引に際しては、当該
取引の必要性に留意した上で合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しておりま
す。また、公正な市場価格での取引とすることを担保するための措置として、当該取引
は、東京証券取引所の自己株式買付取引(TosTNet-3)を利用し、取得日前日の株価終値
による買付の方法で行いました。
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ロ．当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、親会社等との取引については、上記イ．に記載の取引内容であること

を確認しており、当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。

ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、当社が認識している対処すべき課題は次の

通りです。

①　人材の確保及び育成
　当社が属するクラウド市場では、殊にエンジニアの人材不足が深刻化しております。当社が
提供するサービスは、エンジニアの技術力によるところが大きく、今後も市場拡大が見込まれ
る中で当社が成長を持続していくためには、専門性を獲得できるエンジニアを安定的に確保し
続けることが重要な課題であると認識しております。こうした課題に対処するため、中途採用
では、入社者の約８割のエンジニアがクラウド開発未経験者であり、その代わりにコンピュー
ターを用いた情報処理について学んだエンジニアを積極的に採用しております。クラウドの高
い専門性については、従業員の成長を支援する専門チームによる入社後のオンボーディングや
技術研修のスキームを構築しており、マルチな専門性を持つエンジニアに育成する仕組みがあ
ります。そのほか、社内外研修への参加、資格取得の推奨、自社独自のＥラーニングシステム
の運用を行っており、継続的に人材の確保及び育成に注力してまいります。

②　AIトータルサービスによるクロスセルの推進及びマルチクラウド・マルチAI強化
　既存顧客のクロスセルに向け、あらゆるシステムを繋げるデータ連携プラットフォーム、デ
ータを一元管理するデータ統合プラットフォーム、そしてマルチAIを組み合わせた、AIのトー
タルサービス提供を推進してまいります。
　また、クラウドパートナーであるSalesforceを中心にAmazon Web Servicesや、
MuleSoft、Okta、Databricks等により、プロジェクトの引き合いをいただくことで、効率
的な案件獲得体制を実現しており、更なる強化を推進してまいります。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

③　クラウドとAIの先端テクノロジーへの研究開発
　当社には、研究開発を起点としたクラウドとAIの先端テクノロジーによる高付加価値を創出
する事業サイクルがあり、研究開発で得たクラウドとAIの先端テクノロジーを、企業や社会で
発生するイシューに対していち早く適用していきます。このノウハウを蓄積し、クラウドとAI
の先端テクノロジーをパッケージ化することで、同様なイシューへ横展開し、他の企業が知見
を持たない特定領域において先行して競争優位性を確立していきます。この競争優位性を維
持・向上させていくために、継続的に研究開発に取り組んでまいります。

④　情報管理体制について
　当社は、顧客の機密情報や個人情報を多く預かっており、その情報管理を強化していくこと
が重要であると考えております。現在、個人情報保護方針及び社内規程に基づき管理を徹底し
ておりますが、今後も社内教育・研修の実施やシステムの整備等を継続して行ってまいりま
す。

事 業 区 分 事 業 内 容

クラウド
インテグレーション
サービス

・DX支援のプロフェッショナルサービス
・クラウドとAIの先端テクノロジーを活用したDX支援
・既存事業や新規事業のデジタル変革を、マルチクラウド開発・運用
からマルチAIの導入サービスを提供

(5) 重要な企業結合等の状況
　該当事項はありません。

(6) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

本 社 東京都港区

（7）主要な営業所（2026年３月31日現在）

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

445人 52人増 36.5歳 3.2年

(8) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は総数が従業員数の100分の10未満のため記
  載を省略しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 158百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 155百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 135百万円

(９) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

(10) その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株
(2) 発行済株式の総数   6,197,920株

 (注)ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は9,360株増加しております。
(3) 株主数 1,812名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合 同 会 社 ク ロ 2,897,500株 53.34％

S a l e s f o r c e , I n c . 276,600株 5.09%
CACEIS BANK／QUINTET LUXEMBOURG 
SUB AC／UCITS CUSTOMER ACCOUNT 206,900株 3.80%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-
M A R G I N ( C A S H P B ) 127,282株 2.34%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 106,100株 1.95%

大 橋 正 興 105,153株 1.93％

株 式 会 社 S B I 証 券 103,231株 1.90%

U B S  A G  L O N D O N  A S I A  E Q U I T I E S 84,300株 1.55%

フ レ ク ト 従 業 員 持 株 会 80,400株 1.48%

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 62,400株 1.14%

株式数 交付対象者
監査等委員でない取締役（社外役員を除く） 2,786株 2名
監査等委員でない社外取締役 ー ー
監査等委員である取締役 560株 3名

２. 株式の状況（2026年3月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）１．当社は自己株式を765,908株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　　　３．株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式38,963株は、発行済株式の総数に対

する所有株式数の割合の計算において控除する自己株式に含めておりません。
(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。

　（注）上記株式数のうち、50%相当分については、換価処分金相当額が金銭として給付されております。
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新株予約権等の状況

第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年７月30日

新 株 予 約 権 の 数 9,800個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 39,200株
（新株予約権１個につき 4株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 1,500円
（１株当たり 375円）　

権 利 行 使 期 間 2020年８月１日から
2028年７月30日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保有状況

監査等委員でな
い 取 締 役
（社外役員を除く）

新株予約権の数 ー
目的となる株式数 ー
保有者数 ー　

監査等委員でな
い 社 外 取 締 役

新株予約権の数 ー
目的となる株式数 ー
保有者数 ー　

監査等委員であ
る 取 締 役

新株予約権の数 5,200個
目的となる株式数 20,800株
保有者数 ３名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

　 （注）①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領
第７項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権
の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予
約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

③　権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予
約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな
い。

④　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ
ないものとする。
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新株予約権等の状況

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ 黒 川 幸 治 クラウドインテグレーション事業部　事業部長

取 締 役 大 橋 正 興 技術戦略管掌

取締役・監査等委員 銕 川 陽 介
公認会計士
税理士法人インプルーブ　代表社員
株式会社グロース・コンティニュー　代表取締役

取締役・監査等委員 藤 原 章 一

取締役・監査等委員 小 川 周 哉 弁護士
TMI総合法律事務所　パートナー弁護士

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役・監査等委員銕川陽介氏、取締役・監査等委員藤原章一氏及び取締役・監査等委員小川周哉氏
は、社外取締役であります。

２. 取締役・監査等委員銕川陽介氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。取締役・監査等委員藤原章一氏は情報ネットワークや事業システムの
構築等に長年従事し、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートにおいて、常勤
監査役を務めていたことから、当社のビジネスを推進するにあたりIT・システム領域の事業執行に関
して相当程度の経験及び知見を有するものであります。取締役・監査等委員小川周哉氏は、弁護士の
資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有するものであります。

３. 当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を
実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としていないことから、常勤の監査等委員を選定し
ておりません。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
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会社役員の状況

(3) 補償契約の内容の概要等
　当社は、取締役黒川幸治氏及び大橋正興氏、取締役・監査等委員銕川陽介氏、藤原章一氏及び
小川周哉氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１
号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしておりま
す。
　ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
め、悪意又は重過失の場合には補償の対象としないこととしております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役及び執行役員であり、被保険者は
保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の執行に関し責任を負うこと又は当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなりま
す。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失の場
合には上記保険契約による填補の対象としないこととしております。
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会社役員の状況

(5) 取締役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、
監査等委員でない取締役の報酬については取締役会における協議にて決定、監査等委員である取
締役の報酬については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。監査等
委員でない取締役報酬の内容は、基本報酬、単年の業績等に連動する賞与（短期インセンティ
ブ）、株式報酬から構成されており、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬、株式報酬で構
成されております。
　単年の業績等に連動する賞与（短期インセンティブ）の個人別支給額は、基準額に、売上高計
画達成率に基づく支給係数、当期純利益計画達成率に基づく支給係数および個人評価係数の合計
を乗じたものとし、詳細は下記の通りとなっております。
(１)基準額は、役位・役割に応じた金額とします。
(２)売上高計画達成率に基づく支給係数は、売上高計画達成率に応じて、支給係数0～200%
（標準100%）の範囲で評価結果を設定することとし、評価結果に対しウエイト配分を乗じた
数値とします。

(３)当期純利益計画達成率に基づく支給係数は、当期純利益計画達成率に応じて、支給係数0～
200%（標準100%）の範囲で評価結果を設定することとし、評価結果に対しウエイト配分を
乗じた数値とします。

(４)個人評価係数は、評価点に応じて、支給係数0～200%（標準100%）の範囲で評価結果を
設定することとし、評価結果に対しウエイト配分を乗じた数値とします。

　単年の業績等に連動する賞与（短期インセンティブ）の業績指標については、持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上に向けて売上成長と収益性が重要と考え、売上高及び当期純利益を選
定しました。なお、2026年3月期の業績指標について、売上高は目標9,600百万円に対して実
績8,251百万円となり、当期純利益は目標863百万円に対して実績684百万円となりました。
　株式報酬については、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的と
したものです。当社が拠出する取締役の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信
託を通じて取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式
報酬制度です。株式報酬制度の詳細については、「②取締役の報酬等についての株主総会の決議
に関する事項」に記載のとおりです。
　当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額
内において、各役員の報酬決定にあたっては、会社業績、景況感、競合他社の状況等をもとに、
取締役毎の業績、期待値、ケイパビリティを総合的に勘案し決定することとしております。
　取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び

－ 28 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2026/05/27 19:09:42 / 25301332_株式会社フレクト_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うも
のであると判断しております。

②　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　当社の役員報酬等に関しては、2019年６月27日開催の株主総会において監査等委員でない取
締役の年間報酬総額の上限を100百万円と決議しております。また、2024年６月20日開催の株
主総会において、当該報酬限度額とは別枠で株式報酬制度を導入する決議をしており、2事業年
度を対象とした当社が拠出する金員の上限は38百万円、交付等が行われる当社株式等の数の上
限は13,000株となっております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、
２名（うち、社外取締役は０名）であります。
　監査等委員である取締役の年間報酬総額については、2019年６月27日開催の株主総会におい
て上限を50百万円と決議しております。また、2024年６月20日開催の株主総会において、当
該報酬限度額とは別枠で株式報酬制度を導入する決議をしており、2事業年度を対象とした当社
が拠出する金員の上限は7百万円、交付等が行われる当社株式等の数の上限は3,000株となって
おります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名（うち、社外取締役
は３名）であります。
　株式報酬制度の詳細については、以下に記載のとおりです。

（取締役を対象とする株式報酬制度）
　　　当社は、取締役を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるこ

とを目的として、株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。本制度は、当社が
受益者要件を充足する対象取締役を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信
託を設定し、当該信託は当社株式を取得します。その後、対象取締役に評価対象事業年度におけ
る役位等に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に応じて、当社株式の交付及び当社株式の
換価処分金相当額の金銭の給付を行う制度です。
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区 分 報酬等の総額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数基 本 報 酬 賞 与 株 式 報 酬

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 で あ る
取 締 役 を 除 く ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

31,454
(－)

25,776
(－)

437
(－)

5,240
（－）

２名
(－)

監査等委員である取締役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

18,805
（18,805）

17,100
（17,100）

－
（－）

1,705
（1,705）

３名
（３名）

合 計
（うち社外取締役）

50,259
（18,805）

42,876
（17,100）

437
（－）

6,945
（1,705）

５名
（３名）

③　当事業年度に係る報酬等の総額

上記金額は当事業年度において費用計上した額を記載しております。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 銕 川 陽 介

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会13回の全てに
出席いたしました。出席した取締役会において、公認会計士としての専
門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。
また、監査等委員会において、当社の経理並びに内部監査について適
宜、必要な発言を行っております。

取締役 藤 原 章 一

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会13回の全てに
出席いたしました。出席した取締役会において、情報ネットワーク、事
業システムに関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。
また、監査等委員会において、当社の業務執行の適法性及び妥当性につ
いて適宜、必要な発言を行っております。

取締役 小 川 周 哉

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会13回の全てに
出席いたしました。出席した取締役会において、弁護士としての専門的
見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。
また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について
適宜、必要な発言を行っております。

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役・監査等委員銕川陽介氏は、税理士法人インプルーブ代表社員、株式会社グロース・
コンティニュー代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役・監査等委員小川周哉氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士であります。当社
と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,500千円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,500千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2026/05/27 19:09:42 / 25301332_株式会社フレクト_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

(5) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社の取締役及び従業員が法
令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、企業
行動規範及びコンプライアンス規程その他の規程を制定しております。
　当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当社に対する内部監査を実
施いたします。当社は、当社の取締役及び従業員が、監査等委員又は外部の弁護士に対して直
接通報を行うことができる内部通報制度を設置し、その内容は内部通報規程において定めてお
ります。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁
した文書等、取締役の職務の遂行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体
に記録し、保存しております。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、
これらの文書等を閲覧できるものとしております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社のリスク管理について定めるリスク管理規程において、リスクカテゴリーごと
に責任部署を定め、当社のリスクを網羅的・統括的に管理しております。
　当社は、不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、リスク管理規程及び当
社のコンティンジェンシー・プランである「業務継続計画（ＢＣＰ）」及び「災害対策マニュ
アル」並びに「災害対策マニュアル（感染症）」を策定し、当社の役員及び従業員に周知して
おります。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、毎事業年度ごとの当社の重点経営目標及び予算配分等を定めております。また、業
務執行取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席する経営会議を原則週１回開催
し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。
当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、
業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定しております。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制
　　　当社は、内部統制を担当する部署をコーポレート本部とし、各事業における内部統制の実効

性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて従業員への指導・支援を実施いたします。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に
関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助するため、１名以上の従業員によって構成される監査等
委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。

⑦ 上記⑥の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査等委員会の
指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等
委員会の要請に応じ、コーポレート本部担当者に監査業務を補助させます。当該従業員の任
命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うも
のとし、当該従業員の取締役（監査等委員であるものを除く）からの独立性を確保しておりま
す。

⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員が監査等委員会に報告するための体
制その他監査等委員会への報告に関する体制

　　　当社の取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事
実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとします。当社
の内部通報制度の担当部署は、当社の取締役及び従業員からの内部通報の状況について、定期
的に監査等委員会に対して報告を行うものとします。
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⑨ 上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底
します。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　　　監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用

の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が
当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明された場合を除き、速やかにこれに応じ
るものとします。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　代表取締役ＣＥＯは、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等
委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行うものと
します。
　当社は、監査等委員会が、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交
換を行う機会を保障し、監査等委員会は必要に応じて顧問弁護士との意見交換を実施するもの
とします。

⑫ 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
　当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定
期的に評価し、維持、改善に努めるとともに、金融商品取引法及び関係法令との適合性を確保
しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　重要な会議の開催状況
　当事業年度において、取締役会を16回開催、取締役会決議があったものとみなす書面決議
６回実施し、各議案についての十分な審議や取締役の業務執行状況についての報告が行われ、
活発な意見交換がなされております。
　また、経営会議については、原則週１回開催し、経営方針や経営戦略等の当社経営に関する
重要事項の審議を行い、特に重要な事案については、経営会議で予め十分な議論を行ったうえ
で取締役会に付議することにより、審議の充実と適正な意思決定の確保に努めております。
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②　コンプライアンスに関する取り組み
　当事業年度において、コンプライアンス委員会を12回開催し、当社内におけるコンプライ
アンスに関する情報共有を行っております。また、コンプライアンス意識の徹底を図るため、
定期的に教育を実施しており、役員及び従業員を対象に情報セキュリティ、コンプライアンス
にかかる教育を実施しました。また、内部監査担当者において、法令、定款、社内規程等の遵
守状況を監査項目に加え、会社の業務が適切に行われていることを確認しております。
　リスク管理の観点からは、コンプライアンス違反行為等を把握するため、当社の取締役及び
従業員が、当社監査等委員又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる内部通報制
度を設けており、当該内部通報制度による通報者は通報したことを理由として不利益な取扱い
を受けない旨を会社規則に定めております。また、コンプライアンス違反行為等が発生した場
合には防止対策の策定、役員及び従業員に向けた注意喚起を実施しております。

③　監査等委員会の監査体制
　当事業年度において監査等委員会を1３回開催し、監査等委員会において定めた監査計画に
基づいた監査を実施しております。また、当事業年度において16回開催された取締役会への
出席を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。
　監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、毎月２回内部監査担当者と情報交換を行うほ
か、適宜代表取締役ＣＥＯよりヒアリングを行っております。また、内部監査の実施方法や内
容について監査等委員と内部監査担当者が意見交換を行っております。

７. 会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりませ
ん。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配
当を実施しておりません。株主への利益配分については、経営の最重要課題の一つと位置付けて
おりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。内部留保資金につきましては、
優秀な人材の採用等の必要運転資金や、今後予想される経営環境の変化に対応するための資金と
して、有効に活用していく方針であります。
　将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配
当実施の可能性及びその実施時期については、現時点では未定であります。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

3,339,894
1,136,760
1,931,665

2,502
192

3,334
242,291
23,147

355,557
148,583
80,843
67,739

351
351

206,622
0

75,866
130,755

　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,075,569

買 掛 金 253,107
１年内返済予定の長期借入金 67,752
未 払 金 77,938
未 払 費 用 100,156
未 払 法 人 税 等 338,943
前 受 金 37,550
預 り 金 11,163
賞 与 引 当 金 86,959
役 員 賞 与 引 当 金 437
株 式 給 付 引 当 金 24,322
役 員 株 式 給 付 引 当 金 6,079
そ の 他 71,158

固 定 負 債 384,829
長 期 借 入 金 382,365
長 期 前 受 金 2,464

負 債 合 計 1,460,399
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,235,052
  資 本 金 756,009

資 本 剰 余 金 746,007
資 本 準 備 金 746,007

利 益 剰 余 金 2,001,587
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,001,587
繰 越 利 益 剰 余 金 2,001,587

自 己 株 式 △1,268,551
純 資 産 合 計 2,235,052

資 産 合 計 3,695,451 負 債 純 資 産 合 計 3,695,451

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 37 －



2026/05/27 19:09:42 / 25301332_株式会社フレクト_招集通知_電子提供措置用

損益計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 8,251,666
売 上 原 価 4,343,445
売 上 総 利 益 3,908,221
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,664,027
営 業 利 益 1,244,194
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,344
業 務 委 託 収 入 1,332
消 費 税 差 額 1,090
そ の 他 434 7,201

営 業 外 費 用
支 払 利 息 5,794 5,794

経 常 利 益 1,245,601
特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 102,311
固 定 資 産 除 却 損 1,078 103,390

税 引 前 当 期 純 利 益 1,142,210
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 473,052
法 人 税 等 調 整 額 △15,111 457,940
当 期 純 利 益 684,270

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

株主資本

純資産
合　計

合　計
資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株　主
資　本
合　計資　本

準備金
資　本
剰余金
合　計

その他
利益剰余金 利　益

剰余金
合　計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 753,641 743,639 743,639 1,317,317 1,317,317 △92,290 2,722,308 2,722,308

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2,368 2,368 2,368 － － － 4,736 4,736

当 期 純 利 益 － － － 684,270 684,270 － 684,270 684,270

自己株式の取得 － － － － － △1,199,851 △1,199,851 △1,199,851

自己株式の処分 － － － － － 23,590 23,590 23,590

当 期 変 動 額 合 計 2,368 2,368 2,368 684,270 684,270 △1,176,261 △487,255 △487,255

当 期 末 残 高 756,009 746,007 746,007 2,001,587 2,001,587 △1,268,551 2,235,052 2,235,052

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 町 田 眞 友
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 片 田 健 児

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

株式会社フレクト
取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
東京都中央区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フレクトの2025年４月１日から
2026年３月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第21期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の
利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかにつ
いての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人A＆Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査等委員 銕 川 陽 介 ㊞
監査等委員 藤 原 章 一 ㊞
監査等委員 小 川 周 哉 ㊞

2026年５月26日
株式会社フレクト　監査等委員会

（注）監査等委員銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。

以　上
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事業の内容

■ビジョン

■サービス概要

あらゆるヒト、モノがデジタルでつながる社会において、デジタルに最適化された新しい顧客体験をカタチにし、
顧客中心型のビジネス変革を支援していきます。

MEMO

クラウドパートナークラウドインテグレーションサービス
～DX支援のプロフェッショナルサービス～

クラウドとAIの先端テクノロジーで企業のDXを支
援する、マルチクラウド・インテグレーターとして、
既存事業や新規事業のデジタル変革を、マルチクラ
ウド開発・運用からマルチAIの導入サービスを提供。
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株主総会会場のご案内図

会場
東京都港区東新橋一丁目９番１号
東京汐留ビルディング　13階
TEL 03－5159－2090　 交通

JR　新橋駅（汐留口） 地下歩道 徒歩約７分
東京メトロ銀座線　新橋駅 地下歩道 徒歩約６分
都営浅草線　新橋駅 地下歩道 徒歩約６分
都営大江戸線　汐留駅 地下歩道 徒歩約１分
新交通ゆりかもめ　汐留駅（1B出口） 徒歩約１分

　

株式会社フレクト

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株主総会会場のご案内図
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